
 

事 務 連 絡 

平成３１年３月４日 

 

内閣府 

 子ども・子育て本部参事官室（子ども・子育て支援担当） 

 子ども・子育て本部児童手当管理室 

総務省 

自治行政局公務員部福利課 

自治行政局公務員部安全厚生推進室 

財務省 

主計局給与共済課 

文部科学省 

 高等教育局学生・留学生課 

 高等教育局私学部私学行政課私学共済室 

厚生労働省 

 健康局健康課予防接種室 

健康局難病対策課 

労働基準局労災管理課 

 労働基準局労災保険業務課 

職業安定局総務課訓練受講者支援室 

職業安定局雇用保険課 

職業安定局労働市場センター業務室 

子ども家庭局保育課 

子ども家庭局家庭福祉課 

 社会・援護局保護課  

 社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室 

 社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 

 老健局介護保険計画課 

 老健局高齢者支援課 

 老健局振興課 

 保険局保険課 

 保険局高齢者医療課 

農林水産省 

経営局経営政策課              

御中 

別添１ 



 

 

内閣府大臣官房番号制度担当室 

総務省大臣官房個人番号企画室 

厚 生 労 働 省 年 金 局 事 業 企 画 課 

厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室 

財 務 省 主 計 局 給 与 共 済 課 

総務省自治行政局公務員部福利課 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室 

 

 

年金関係の情報連携開始に向けた今後のスケジュールの公表に伴

う情報照会機関における必要な準備について（依頼） 

 

 

  日本年金機構並びに国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全

国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団（以下「機構

等」という。）における年金関係の情報連携（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第 19条

第７号又は第８号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以

下同じ。）については、内閣府番号制度担当室及び総務省大臣官房個人番号企

画室にて年金関係の情報連携をシステム上抑止する措置を実施しているところ

であり、また、年金関係の情報連携開始に向けたスケジュールについては、別

添１の事務連絡において関係府省社会保障・税番号制度主管課に周知されてい

るところです。 

 別添１の事務連絡のとおり、現在、機構等が平成 31年１月下旬から地方公

共団体等との機関間試験を行うなど、関係機関等との連携を図りながら、必要

な準備を進めており、地方公共団体等から機構等への情報照会については、現

時点の想定として、「平成 31年６月以降一定期間の試行運用を実施した後、順

次本格運用へ移行」する予定です。 

 また、「平成 31年のデータ標準レイアウト改版の実施時期について」（平成

30年８月６日内閣府大臣官房番号制度担当室・総務省大臣官房個人番号企画室

事務連絡）でお知らせしているとおり、平成 31年のデータ標準レイアウト改

版の実施時期は、平成 31年６月 17日頃とすることを検討しています。 

 つきましては、地方公共団体等から機構等への情報照会をする事務手続（別

紙一覧参照）について、平成 31年のデータ標準レイアウト改版の実施後に、

情報照会機関からの情報照会事務を円滑に開始していただくことに資するた



 

め、別添２から別添６までのとおり機構等が情報提供を行う年金関係情報の取

扱いについての留意事項を記載した資料（以下「年金関係情報提供マニュア

ル」という。）を取りまとめておりますので、ご参照下さい。 

 機構等への情報照会をする事務手続の所管課室である貴課室におかれては、

必要に応じて事務手続ごとに機構等への情報照会に当たっての留意事項を取り

まとめた情報照会マニュアルを作成し、年金関係情報提供マニュアルとともに

情報照会機関に周知するなど、情報照会機関からの情報照会事務が円滑に実施

されるよう、必要な準備をお願いいたします。 

 なお、試行運用の開始前においても、日本年金機構への情報照会に係る事務

運用を検証し情報照会機関の職員が業務習熟を図ることが可能となるよう、日

本年金機構においては、情報提供ネットワークシステムの本番環境を利用した

情報連携試験や接続検証環境を利用した機関間試験の仕組みが活用できるよう

検討を進めており、その詳細については、今後、事務連絡やデジタルＰＭＯ等

にてお知らせする予定です。 

 貴課室におかれては、本事務連絡の内容を把握の上、機構等への情報照会を

する事務手続の情報照会機関となる地方公共団体又は行政機関及び独立行政法

人等に対して、この旨周知していただくようお願いいたします。 

 

 （連絡先） 

【総合的な照会、日本年金機構に関すること】 

厚生労働省年金局事業企画課 

   電話番号（代表）03-5253-1111 原田・湯浅・土屋（内線 3579・3580) 

厚生労働省年金局事業企画課システム室    

   電話番号（代表）03-5253-1111 野村・原田（内線 3537） 

【国家公務員共済組合連合会に関すること】 

 財務省主計局給与共済課 

   電話番号（代表）03-3581-5002 前川（内線 5519） 

【地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に関すること】 

 総務省自治行政局公務員部福利課 

   電話番号（代表）03-5253-6111 伊良部・結城（内線 23268） 

【日本私立学校振興・共済事業団に関すること】                                   

 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室 

   電話番号（代表）03-5253-4111 名取・鳴神（内線 2616） 

 



 

事 務 連 絡  

平成 31 年１月 16 日  

 

関係府省社会保障・税番号制度主管課 

各都道府県社会保障・税番号制度担当課 

 

内 閣 府 番 号 制 度 担 当 室  

総務省大臣官房個人番号企画室  

 

日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は

全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団に

おける年金関係の情報連携開始に向けた今後のスケジュールについて 

 

日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職

員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団（以下「機構等」という。）にお

いては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号）第 19 条第７号又は第８号の規定による特定個人情報の提供の求

め及び提供（以下「情報連携」という。）については、年金関係の情報連携をシステム

上抑止する措置を行っているところです。 

今般、別添のとおり、機構等より情報連携開始に向けた今後のスケジュールについ

て連絡がありましたので、お知らせいたします。 

なお、引き続き、別途通知する日までの間は、システムによる抑止を行い、機構等

に係る情報連携ができないようにしており、抑止期間中に機構等に対し情報照会を行

った場合は、利用権限エラーとなります。 

貴課におかれては、本事務連絡の内容を把握の上、貴府省又は貴都道府県の関係部

局に周知してください。 

併せて、関係府省にあっては貴府省所管で情報連携を行う行政機関及び独立行政法

人等に対して、都道府県にあっては域内の市町村（特別区を含む。）並びに情報連携を

行う一部事務組合及び広域連合に対して、この旨周知していただくようお願いします。 

 

御中 

 【担当】総務省大臣官房個人番号企画室 元村、水越 

（直通）03－5253－5110 （FAX）03－5253－5112 

（メール）h-motomura@soumu.go.jp、n.mizukoshi@soumu.go.jp 
 

別添１ 



 

府 番 ８ 号 

年管企発０１１６第１号 

財 計 第 ４ １ 号 

総 行 福 第 ３ 号 

３０高私行第１４号 

平成３１年１月１６日 

 

内閣府大臣官房番号制度担当室参事官 

総 務 省 大 臣 官 房 参 事 官  殿 

（総務省大臣官房個人番号企画室長） 

 

内閣府大臣官房番号制度担当室参事官 

厚生労働省年金局事業企画課長 

財 務 省 主 計 局 給 与 共 済 課 長 

総務省自治行政局公務員部福利課長 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室長 

（公  印  省  略）  

 

 

 

日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は

全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団

における年金関係の情報連携開始に向けた今後のスケジュールにつ

いて 

 

  日本年金機構並びに国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全

国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団（以下「機構

等」という。）における年金関係の情報連携（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第 19条

第７号又は第８号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以

下同じ。）については、「日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務

員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事

業団との年金関係の情報連携開始に係る対応について（依頼）」（平成 30年３

月 22日付け府番 59号他）（別添）により、当面の間、システム上抑止する措

置をお願いしたところです。 

 今後、機構等が平成 31年１月下旬から地方公共団体等との機関間試験を行



 

うなど、関係機関等との連携を図りながら、必要な準備を進めていく予定とし

ておりますので、お知らせします（別紙平成 31年１月 16日付け厚生労働省プ

レスリリース参照）。 

なお、機構等との年金関係の情報連携をシステム上抑止する措置の解除につ

いては、今後行う準備において問題がないことを確認した上で、改めて依頼い

たします。 

 



府 番 ５ ９ 号 

年管企発０３２２第１号 

総 行 福 第 ５ ４ 号 

財 計 第 １ １ ４ ６ 号 

２９高私行第３６号 

平成３０年３月２２日 

内閣府大臣官房番号制度担当室参事官 

総 務 省 大 臣 官 房 参 事 官 殿 

（総務省大臣官房個人番号企画室長） 

内閣府大臣官房番号制度担当室参事官 

厚生労働省年金局事業企画課長 

財 務 省 主 計 局 給 与 共 済 課 長 

総務省自治行政局公務員部福利課長 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室長  

（公  印  省  略） 

日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合

又は全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済

事業団との年金関係の情報連携開始に係る対応について（依頼） 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附

則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令（平成 29 年政令第 277 号。

以下「情報連携政令」という。）が平成 29 年 11 月 15 日に公布され、日本年金

機構（以下「機構」という。）は、平成 29 年 11 月 17 日から、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27

号。以下「番号利用法」という。）第 19 条第７号に規定する情報照会者及び情

報提供者並びに同条第８号に規定する条例事務関係情報提供者に該当すること

となったところです。 

 情報連携政令の公布に伴い、機構並びに国家公務員共済組合連合会、地方公

務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済

事業団（以下「機構等」という。）が、番号利用法第 19 条第７号又は第８号の

規定による特定個人情報の提供の求め及び提供（以下「情報連携」という。）を

別添



平成 30 年３月以降順次実施していくことを目標に、必要となるシステム対応等

を行い、平成 30 年３月 26 日をシステム上の連携開始日として準備を進めてき

たところですが、今般、機構等との情報連携を実施するに当たって対処すべき

課題が判明いたしました。 

 つきましては、平成 30 年３月 26 日以降情報連携を予定していた機構等につ

いて、当面の間、年金関係の情報連携をシステム上抑止する措置をお願いいた

します。 

 なお、機構等との情報連携の抑止の解除については、課題への対処の状況を

踏まえ、準備が整った段階で改めて依頼いたします。 

 

 

 



別紙 

 

              

    Press Release 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

マイナンバー制度における年金関係の情報連携の開始に向けた 

今後のスケジュールについてお知らせします 

 

マイナンバー制度における年金関係の情報連携については、情報連携の開始に向けて準備

を進めてまいりました。 
 

年金関係の情報連携が開始された場合には、各種手当の申請を地方公共団体等に行う場合

の年金関係書類の添付や、年金関係の手続を行う際の課税証明書等の添付が不要となる等の

メリットが生まれます。 
 

今後、日本年金機構が平成31年１月下旬から地方公共団体等とのテストを行うなど、関係

機関等との連携を図りながら、必要な準備等を進めてまいります。 
 

情報連携の開始時期について、今後、以下のスケジュールを想定していますが、当該地方

公共団体等とのテストの状況等を踏まえ、具体的な開始日時、対象手続等について追ってホ

ームページ等でお知らせしていく予定としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年１月16日 

【照会先】 

年金局事業企画課 

企画調整専門官 原田 悠希（内線 3579） 

主  査 湯浅 大輔（内線 3580） 

（直通電話） 03(3595)2793 

政策統括官付情報化担当参事官室 

室長補佐 市原 剛俊（内線 2245） 

情報システム専門官 西  哲哉（内線 7678） 

（直通電話） 03(3595)2314 

（代表電話） 03(5253)1111 

 

 

【年金関係の情報連携の今後のスケジュール（現時点の想定）】 

・日本年金機構等から地方公共団体等への情報照会 

… 平成３１年４月以降一定期間の試行運用を実施した後、順次本格運用へ移行予定 

・地方公共団体等から日本年金機構等への情報照会 

… 平成３１年６月以降一定期間の試行運用を実施した後、順次本格運用へ移行予定 

 



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

1 2-416
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の被扶養者届
の認定（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

2 2-417
全国健康保険協会被保険者の被扶養者に係る確認（日本年金機構
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

3 2-418
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の支給決定（日本年金機
構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

4 2-419
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の併給調整（日本年金機
構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

5 2-420 日雇特例被保険者の被扶養者の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

6 2-421
日雇特例被保険者の傷病手当金の支給決定（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

7 2-422
健康保険組合管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定（日本年金
機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

8 2-423
健康保険組合被保険者の傷病手当金の支給決定（日本年金機構へ
の照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

9 2-424
健康保険組合被保険者の傷病手当金の併給調整（日本年金機構へ
の照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

10 2-425
特定健康保険組合の特例退職被保険者の資格取得の確認（日本年
金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

11 2-426
健康保険組合被保険者の被扶養者に係る確認（日本年金機構への
照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

12 2-427
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の被扶養者届
の認定（国家公務員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

13 2-428
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の被扶養者届
の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

14 2-429
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の被扶養者届
の認定（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

15 2-430
全国健康保険協会被保険者の被扶養者に係る確認（国家公務員共
済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

16 2-431
全国健康保険協会被保険者の被扶養者に係る確認（地方公務員共
済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

17 2-432
全国健康保険協会被保険者の被扶養者に係る確認（日本私立学校
振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

18 2-433
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の支給決定（国家公務員
共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

19 2-434
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の支給決定（地方公務員
共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
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20 2-435
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の支給決定（日本私立学
校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

21 2-436
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の併給調整（国家公務員
共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

22 2-437
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の併給調整（地方公務員
共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

23 2-438
全国健康保険協会被保険者の傷病手当金の併給調整（日本私立学
校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

24 2-439
日雇特例被保険者の被扶養者の認定（国家公務員共済組合連合会
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

25 2-440
日雇特例被保険者の被扶養者の認定（地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

26 2-441
日雇特例被保険者の被扶養者の認定（日本私立学校振興・共済事
業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

27 2-442
日雇特例被保険者の傷病手当金の支給決定（国家公務員共済組合
連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

28 2-443
日雇特例被保険者の傷病手当金の支給決定（地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

29 2-444
日雇特例被保険者の傷病手当金の支給決定（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

30 2-445
健康保険組合管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定（国家公務
員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

31 2-446
健康保険組合管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定（地方公務
員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

32 2-447
健康保険組合管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定（日本私立
学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

33 2-448
健康保険組合被保険者の被扶養者に係る確認（国家公務員共済組
合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

34 2-449
健康保険組合被保険者の被扶養者に係る確認（地方公務員共済組
合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

35 2-450
健康保険組合被保険者の被扶養者に係る確認（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

36 2-451
健康保険組合被保険者の傷病手当金の支給決定（国家公務員共済
組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

37 2-452
健康保険組合被保険者の傷病手当金の支給決定（地方公務員共済
組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

38 2-453
健康保険組合被保険者の傷病手当金の支給決定（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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39 2-454
健康保険組合被保険者の傷病手当金の併給調整（国家公務員共済
組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

40 2-455
健康保険組合被保険者の傷病手当金の併給調整（地方公務員共済
組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

41 2-456
健康保険組合被保険者の傷病手当金の併給調整（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

42 2-457
特定健康保険組合の特例退職被保険者の資格取得の確認（国家公
務員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

43 2-458
特定健康保険組合の特例退職被保険者の資格取得の確認（地方公
務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

44 2-459
特定健康保険組合の特例退職被保険者の資格取得の確認（日本私
立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

健康保険組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

45 4-251
船員保険法（昭和１４年法律第７３号）による年金である給付
（障害年金、障害手当金）の支給決定（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

46 4-252
船員保険法（昭和１４年法律第７３号）による年金である給付
（障害年金、障害手当金）の支給決定（国家公務員共済組合連合
会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

47 4-253
船員保険法（昭和１４年法律第７３号）による年金である給付
（障害年金、障害手当金）の支給決定（地方公務員共済組合又は
全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

48 4-254
船員保険法（昭和１４年法律第７３号）による年金である給付
（障害年金、障害手当金）の支給決定（日本私立学校振興・共済
事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

49 4-255
船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定（遺族年金）
（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

50 4-256
船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定（遺族年金）
（国家公務員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

51 4-257
船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定（遺族年金）
（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

52 4-258
船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定（遺族年金）
（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

53 4-259 遺族年金の後順位者への支給決定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

54 4-260
遺族年金の後順位者への支給決定（国家公務員共済組合連合会へ
の照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

55 4-261
遺族年金の後順位者への支給決定（地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

56 4-262
遺族年金の後順位者への支給決定（日本私立学校振興・共済事業
団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

57 4-263
船員保険の疾病任意継続被保険者の被扶養者の認定（日本年金機
構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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58 4-264
船員保険法による療養の給付の受給等（傷病手当金の支給決定）
（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

59 4-265
傷病手当金を受給している被保険者が障害厚生年金等を受給する
こととなったことによる支給額の調整（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

60 4-266
船員保険法による療養の給付の受給等（休業手当金）の支給決定
（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

61 4-267
船員保険法による療養の給付の受給等（休業手当金）の支給決定
（国家公務員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

62 4-268
船員保険法による療養の給付の受給等（休業手当金）の支給決定
（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

63 4-269
船員保険法による療養の給付の受給等（休業手当金）の支給決定
（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

64 4-270 被扶養者に係る確認（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

65 4-272
船員保険の疾病任意継続被保険者の被扶養者の認定（国家公務員
共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

66 4-273
船員保険の疾病任意継続被保険者の被扶養者の認定（地方公務員
共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

67 4-274
船員保険の疾病任意継続被保険者の被扶養者の認定（日本私立学
校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

68 4-275
船員保険法による療養の給付の受給等（傷病手当金の支給決定）
（国家公務員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

69 4-276
船員保険法による療養の給付の受給等（傷病手当金の支給決定）
（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

70 4-277
船員保険法による療養の給付の受給等（傷病手当金の支給決定）
（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

71 4-278
傷病手当金を受給している被保険者が障害厚生年金等を受給する
こととなったことによる支給額の調整（国家公務員共済組合連合
会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

72 4-279
傷病手当金を受給している被保険者が障害厚生年金等を受給する
こととなったことによる支給額の調整（地方公務員共済組合又は
全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

73 4-280
傷病手当金を受給している被保険者が障害厚生年金等を受給する
こととなったことによる支給額の調整（日本私立学校振興・共済
事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

74 4-281 被扶養者に係る確認（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

75 4-282
被扶養者に係る確認（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共
済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

76 4-283 被扶養者に係る確認（日本私立学校振興・共済事業団への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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77 5-3
年金たる保険給付（障害補償年金及び障害年金）の請求の審査
（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

78 5-10
傷病補償年金及び傷病年金の支給の決定に係る届出の審査（日本
年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

79 5-11
年金たる保険給付（障害（補償）年金及び傷病（補償）年金）の
受給権者の定期報告の審査（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

80 5-15
年金たる保険給付（障害（補償）年金及び傷病（補償）年金）の
受給権者の届出の審査（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

81 5-23
労働者災害補償保険法による年金たる保険給付（障害（補償）年
金及び傷病（補償）年金）の各支払期月の支払に関する事務（日
本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

82 5-25
年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金）の請求の審査
（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

83 5-26
年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金）の受給権者の定
期報告の審査（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

84 5-27
年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金）の受給権者の届
出の審査（日本年金機構への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

85 5-28
労働者災害補償保険法による年金たる保険給付（遺族補償年金及
び遺族年金）の各支払期月の支払に関する事務（日本年金機構へ
の照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（労働基準局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

86 7-39 費用の徴収（費用の徴収に係る負担能力の認定を含む） 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

87 7-51 負担能力の認定 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

88 7-124 負担能力の認定及び費用の徴収 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

89 7-151
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定（日本年
金機構への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

90 7-152
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定（国家公
務員共済組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

91 7-153
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定（地方公
務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

92 7-154
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定（日本私
立学校振興・共済事業団への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

93 7-157
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定（日本年金機構へ
の照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

94 7-158
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定（国家公務員共済
組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

95 7-159
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定（地方公務員共済
組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者
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96 7-160
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

97 7-172 障害児入所医療費の支給決定（日本年金機構への照会） 85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

98 7-173
障害児入所医療費の支給決定（国家公務員共済組合連合会への照
会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

99 7-174
障害児入所医療費の支給決定（地方公務員共済組合又は全国市町
村職員共済組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

100 7-175
障害児入所医療費の支給決定（日本私立学校振興・共済事業団へ
の照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

都道府県知事、指定都市の長又
は中核市の長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

101 8-50 保育の措置に係る費用の徴収 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

102 8-98 肢体不自由児通所医療費の支給決定（日本年金機構への照会） 85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

103 8-100
肢体不自由児通所医療費の支給決定（国家公務員共済組合連合会
への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

104 8-101
肢体不自由児通所医療費の支給決定（地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合会への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

105 8-102
肢体不自由児通所医療費の支給決定（日本私立学校振興・共済事
業団への照会）

85
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付
の支給に関する情報

市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

106 9-18 費用の徴収（費用の徴収に係る負担能力の認定を含む） 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

107 10-14 他の法令による給付との調整（日本年金機構への照会） 51
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害
を有する者に対する手当の支給に関する情報

市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による障
害を有する者について支給され
る手当を支給することとされて
いる者

108 14-23 精神障害者保健福祉手帳の交付 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

109 14-30 精神障害者保健福祉手帳の更新 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

110 14-33 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

111 14-36
精神障害者保健福祉手帳の交付（国家公務員共済組合連合会への
照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

112 14-37
精神障害者保健福祉手帳の交付（地方公務員共済組合又は全国市
町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

113 14-38
精神障害者保健福祉手帳の交付（日本私立学校振興・共済事業団
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

114 14-39
精神障害者保健福祉手帳の更新（国家公務員共済組合連合会への
照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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115 14-40
精神障害者保健福祉手帳の更新（地方公務員共済組合又は全国市
町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

116 14-41
精神障害者保健福祉手帳の更新（日本私立学校振興・共済事業団
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

117 14-42
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更（国家公務員共済組合
連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

118 14-43
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更（地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

119 14-44
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

120 14-52 精神障害者保健福祉手帳の交付（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

121 14-53 精神障害者保健福祉手帳の更新（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

122 14-54
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事又は指定都市の長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

123 15-16 生活保護の実施（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

124 15-18 生活保護の実施 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

125 15-41
生活保護の申請に係る事実についての審査（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

126 15-43 生活保護の申請に係る事実についての審査 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

127 15-65
職権による生活保護の開始若しくは変更（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

128 15-67 職権による生活保護の開始若しくは変更 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

129 15-89 生活保護の停止若しくは廃止（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

130 15-91 生活保護の停止若しくは廃止 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

131 15-115 徴収金の徴収（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

132 15-117 徴収金の徴収 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

133 15-134 生活保護の実施（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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134 15-135
生活保護の実施（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組
合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

135 15-136 生活保護の実施（日本私立学校振興・共済事業団への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

136 15-139
生活保護の申請に係る事実についての審査（国家公務員共済組合
連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

137 15-140
生活保護の申請に係る事実についての審査（地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

138 15-141
生活保護の申請に係る事実についての審査（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

139 15-144
職権による生活保護の開始若しくは変更（国家公務員共済組合連
合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

140 15-145
職権による生活保護の開始若しくは変更（地方公務員共済組合又
は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

141 15-146
職権による生活保護の開始若しくは変更（日本私立学校振興・共
済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

142 15-149
生活保護の停止若しくは廃止（国家公務員共済組合連合会への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

143 15-150
生活保護の停止若しくは廃止（地方公務員共済組合又は全国市町
村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

144 15-151
生活保護の停止若しくは廃止（日本私立学校振興・共済事業団へ
の照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

145 15-167 保護に要する費用の返還（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

146 15-168 保護に要する費用の返還（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

147 15-169
保護に要する費用の返還（地方公務員共済組合又は全国市町村職
員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

148 15-170
保護に要する費用の返還（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

149 15-174 保護に要する費用の返還 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

150 15-181 徴収金の徴収（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

151 15-182
徴収金の徴収（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合
連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

152 15-183 徴収金の徴収（日本私立学校振興・共済事業団への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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153 15-194 生活保護の実施（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

154 15-195
生活保護の申請に係る事実についての審査（日本年金機構への照
会）

75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

155 15-196
職権による生活保護の開始若しくは変更（日本年金機構への照
会）

75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

156 15-197 生活保護の停止若しくは廃止（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

157 15-198 徴収金の徴収（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

158 15-199 保護に要する費用の返還（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

159 22-547
被扶養者の認定の確認（日本年金機構、国家公務員共済組合連合
会及び地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

日本私立学校振興・共済事業団
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

160 22-548
傷病手当金の支給決定（日本年金機構、国家公務員共済組合連合
会及び地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

日本私立学校振興・共済事業団
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

161 28-129 被扶養者の認定（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

162 28-130 被扶養者の認定（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

163 28-131
被扶養者の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組
合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

164 28-132 被扶養者の認定（日本私立学校振興・共済事業団） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

165 28-133 組合員被扶養者証の検認又は更新（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

166 28-134 組合員被扶養者証の検認又は更新（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

167 28-135
組合員被扶養者証の検認又は更新（地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

168 28-136
組合員被扶養者証の検認又は更新（日本私立学校振興・共済事業
団）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

169 28-137 傷病手当金の支給決定（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

170 28-138 傷病手当金の支給決定（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

171 28-139
傷病手当金の支給決定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
機関種別

特定個人情報名

172 28-140 傷病手当金の支給決定（日本私立学校振興・共済事業団） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

国家公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

173 37-7
児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（日本年金機
構への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

174 37-10
児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（地方公務員
共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

175 37-11
児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（日本私立学
校振興・共済事業団への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

176 37-12
児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（国家公務員
共済組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

177 37-22
児童扶養手当の手当額改定請求に係る事実についての審査（日本
年金機構への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

178 37-25
児童扶養手当の手当額改定請求に係る事実についての審査（地方
公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

179 37-26
児童扶養手当の手当額改定請求に係る事実についての審査（日本
私立学校振興・共済事業団への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

180 37-27
児童扶養手当の手当額改定請求に係る事実についての審査（国家
公務員共済組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

181 37-41
児童扶養手当の届出に係る事実についての審査（日本年金機構へ
の照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

182 37-44
児童扶養手当の届出に係る事実についての審査（地方公務員共済
組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

183 37-45
児童扶養手当の届出に係る事実についての審査（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

184 37-46
児童扶養手当の届出に係る事実についての審査（国家公務員共済
組合連合会への照会）

49
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関
する情報

都道府県知事又は市町村長
児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を
行うこととされている者

185 39-308 被扶養者の認定（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

186 39-309 被扶養者の認定（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

187 39-310
被扶養者の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組
合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

188 39-311 被扶養者の認定（日本私立学校振興・共済事業団） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

189 39-312 組合員被扶養者証の検認又は更新（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

190 39-313 組合員被扶養者証の検認又は更新（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
機関種別

特定個人情報名

191 39-314
組合員被扶養者証の検認又は更新（地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

192 39-315
組合員被扶養者証の検認又は更新（日本私立学校振興・共済事業
団）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

193 39-316 傷病手当金の支給決定（日本年金機構） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

194 39-317 傷病手当金の支給決定（国家公務員共済組合連合会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

195 39-318
傷病手当金の支給決定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

196 39-319 傷病手当金の支給決定（日本私立学校振興・共済事業団） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

地方公務員共済組合
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

197 41-12 措置に要する費用の徴収（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

198 41-15 措置に要する費用の徴収（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

199 41-16
措置に要する費用の徴収（地方公務員共済組合又は全国市町村職
員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

200 41-17
措置に要する費用の徴収（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

201 46-4 特別児童扶養手当の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

202 46-7 特別児童扶養手当の認定（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

203 46-8
特別児童扶養手当の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職
員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

204 46-9
特別児童扶養手当の認定（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

205 46-32
特別児童扶養手当額改定請求書の内容審査（国家公務員共済組合
連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

206 46-33
特別児童扶養手当額改定請求書の内容審査（地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

207 46-34
特別児童扶養手当額改定請求書の内容審査（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

208 46-35
特別児童扶養手当額改定請求書の内容審査（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣又は都道府県知事
（市町村長）

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

209 47-35 福祉手当所得状況届の内容の審査（日本年金機構への照会） 54
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用す
る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害
を支給事由とする給付の支給に関する情報

都道府県知事等

昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第二項において準用
する特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第十七条第一号の
障害を支給事由とする給付の支
給を行うこととされている者



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
機関種別

特定個人情報名

210 47-38
福祉手当所得状況届の内容の審査（国家公務員共済組合連合会へ
の照会）

54
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用す
る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害
を支給事由とする給付の支給に関する情報

都道府県知事等

昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第二項において準用
する特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第十七条第一号の
障害を支給事由とする給付の支
給を行うこととされている者

211 47-39
福祉手当所得状況届の内容の審査（地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会への照会）

54
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用す
る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害
を支給事由とする給付の支給に関する情報

都道府県知事等

昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第二項において準用
する特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第十七条第一号の
障害を支給事由とする給付の支
給を行うこととされている者

212 47-40
福祉手当所得状況届の内容の審査（日本私立学校振興・共済事業
団への照会）

54
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用す
る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害
を支給事由とする給付の支給に関する情報

都道府県知事等

昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第二項において準用
する特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第十七条第一号の
障害を支給事由とする給付の支
給を行うこととされている者

213 47-69 障害児福祉手当の認定（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

214 47-70
障害児福祉手当の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

215 47-71
障害児福祉手当の認定（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

216 47-72 障害児福祉手当の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

217 47-73 特別障害者手当の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

218 47-74 特別障害者手当の認定（国家公務員共済組合連合会への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

219 47-75
特別障害者手当の認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

220 47-76
特別障害者手当の認定（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

221 47-77
特別障害者手当所得状況届の内容の審査（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

222 47-78
特別障害者手当所得状況届の内容の審査（国家公務員共済組合連
合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

223 47-79
特別障害者手当所得状況届の内容の審査（地方公務員共済組合又
は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

224 47-80
特別障害者手当所得状況届の内容の審査（日本私立学校振興・共
済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

225 54-2 休業補償の請求に係る事実についての審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

226 54-6 遺族補償年金の支給停止の申請又は支給停止の解除の申請の審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

227 54-8 傷病補償年金の支給の決定に係る申請の審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

228 54-10 療養の現状等に関する報告の審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者
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229 54-12 年金たる補償の受給権者の定期報告の審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

230 54-14 年金たる補償の受給権者の届出の審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

231 54-17 障害補償年金の請求に係る事実についての審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

232 54-18 遺族補償年金の請求に係る事実についての審査 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

233 54-19 年金たる補償の各支払期月の支払いに関する事務 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

地方公務員災害補償基金
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

234 56-6 認定の請求に係る事実の審査（被用者・非被用者の別の確認） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

235 56-13 現況の届出に係る事実の審査（被用者・非被用者の別の確認） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

236 57-3
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請
求の受理（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

237 57-4
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の通
知（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

238 57-13 受給資格の決定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

239 57-16 失業の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

240 57-23
未支給の失業等給付の請求についての審査（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

241 57-29 高年齢被保険者の受給資格の決定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

242 57-31 高年齢受給資格者の失業の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

243 57-32 短期雇用特例被保険者の受給資格決定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

244 57-34 短期雇用特例受給資格者の失業の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

245 57-39
日雇労働被保険者に係る資格決定及び失業の認定（日本年金機構
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

246 57-41
日雇労働求職者給付金の特例に係る資格決定及び失業の認定（日
本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

247 57-112
教育訓練支援給付金に係る受給資格決定（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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248 57-113 教育訓練支援給付金に係る失業の認定（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

249 57-127
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請
求の受理（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

250 57-128
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の通
知（日本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

251 57-129 受給資格の決定（日本私立学校振興・共済事業団への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

252 57-130 失業の認定（日本私立学校振興・共済事業団への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

253 57-131
未支給の失業等給付の請求についての審査（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

254 57-132
高年齢被保険者の受給資格の決定（日本私立学校振興・共済事業
団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

255 57-133
高年齢受給資格者の失業の認定（日本私立学校振興・共済事業団
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

256 57-134
短期雇用特例被保険者の受給資格決定（日本私立学校振興・共済
事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

257 57-135
短期雇用特例受給資格者の失業の認定（日本私立学校振興・共済
事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

258 57-136
日雇労働被保険者に係る資格決定及び失業の認定（日本私立学校
振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

259 57-137
日雇労働求職者給付金の特例に係る資格決定及び失業の認定（日
本私立学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

260 57-138
教育訓練支援給付金に係る受給資格決定（日本私立学校振興・共
済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

261 57-139
教育訓練支援給付金に係る失業の認定（日本私立学校振興・共済
事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

厚生労働大臣（職業安定局）
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

262 59-120
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

263 59-121
限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新（交付）（日
本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

264 59-122
食事療養標準負担額の減額に関する特例による入院時食事療用費
又は保険外併用療養費の支給（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

265 59-123
生活療養標準負担額の減額に関する特例による入院時生活療用費
又は保険外併用療養費の支給（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

266 59-124
特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定【被
保険者への通知】（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
機関種別

特定個人情報名

267 59-125 高額療養費の支給（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

268 59-126
高額介護合算療養費の支給に関する事務【基準日被保険者】（日
本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

269 59-139
政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定（日本年金機構へ
の照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

270 59-140
政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定（国家公務員共済
組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

271 59-141
政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定（地方公務員共済
組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

272 59-142
政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十
号）第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

273 63-16 支援給付の実施（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

274 63-18 支援給付の実施 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

275 63-64
支援給付の申請に係る事実についての審査（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

276 63-66 支援給付の申請に係る事実についての審査 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

277 63-91
職権による支援給付の開始若しくは変更（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

278 63-93 職権による支援給付の開始若しくは変更 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

279 63-115 支援給付の停止若しくは廃止（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

280 63-117 支援給付の停止若しくは廃止 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

281 63-140 徴収金の徴収（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

282 63-142 徴収金の徴収 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

283 63-199 支援給付に要する費用の返還（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

都道府県知事等
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

284 63-206 支援給付に要する費用の返還 68
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

285 63-238 支援給付の実施（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）
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286 63-239
支援給付の申請に係る事実についての審査（日本年金機構への照
会）

75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

287 63-240
職権による支援給付の開始若しくは変更（日本年金機構への照
会）

75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

288 63-241 支援給付の停止若しくは廃止（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

289 63-242 徴収金の徴収（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

290 63-243 支援給付に要する費用の返還（日本年金機構への照会） 75
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する情報

都道府県知事等

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合（日本年金機
構）

291 67-4
旧適用法人共済組合（ＪＲ，ＪＴ，ＮＴＴ）に係る給付を行う際
の確認（国家公務員共済組合連合会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

平成八年法律第八十二号附則第
三十二条第二項に規定する存続
組合又は平成八年法律第八十二
号附則第四十八条第一項に規定
する指定基金

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

292 67-5
旧適用法人共済組合（ＪＲ，ＪＴ，ＮＴＴ）に係る給付を行う際
の確認（地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

平成八年法律第八十二号附則第
三十二条第二項に規定する存続
組合又は平成八年法律第八十二
号附則第四十八条第一項に規定
する指定基金

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

293 67-6
旧適用法人共済組合（ＪＲ，ＪＴ，ＮＴＴ）に係る給付を行う際
の確認（日本私立学校振興・共済事業団）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

平成八年法律第八十二号附則第
三十二条第二項に規定する存続
組合又は平成八年法律第八十二
号附則第四十八条第一項に規定
する指定基金

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

294 67-7
旧適用法人共済組合（ＪＲ，ＪＴ，ＮＴＴ）に係る給付を行う際
の確認（日本年金機構）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

平成八年法律第八十二号附則第
三十二条第二項に規定する存続
組合又は平成八年法律第八十二
号附則第四十八条第一項に規定
する指定基金

厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

295 68-227 地域支援事業の実施の要件確認（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

296 68-242 地域支援事業の利用料に係る事務（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

297 68-247 保険料賦課要件の確認（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

298 68-248
特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（日本年金機構への
照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

299 68-249
特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（日本年金機構
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

300 68-250
特例特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（日本年金機構
への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

301 68-251
特例特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（日本年金
機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

302 68-252 高額介護サービス費の支給の要件確認（日本年金機構への照会） 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

303 68-253
高額介護予防サービス費の支給の要件確認（日本年金機構への照
会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

304 68-254
旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の要件確認（日
本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合
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305 68-255
旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の支給の要件確
認（日本年金機構への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

306 68-256
特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（国家公務員共済組
合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

307 68-257
特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（地方公務員共済組
合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

308 68-258
特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（日本私立学校振
興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

309 68-259
特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（国家公務員共
済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

310 68-260
特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（地方公務員共
済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

311 68-261
特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（日本私立学校
振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

312 68-262
特例特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（国家公務員共
済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

313 68-263
特例特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（地方公務員共
済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

314 68-264
特例特定入所者介護サービス費の支給の要件確認（日本私立学校
振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

315 68-265
特例特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（国家公務
員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

316 68-266
特例特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（地方公務
員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

317 68-267
特例特定入所者介護予防サービス費の支給の要件確認（日本私立
学校振興・共済事業団への照会）

64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

市町村長
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

318 77-40 被保険者資格の取得に係る審査 64
国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報

独立行政法人農業者年金基金
厚生労働大臣若しくは日本年金
機構、共済組合等又は農林漁業
団体職員共済組合

319 81-5
奨学金（貸与及び支給）の申請に係る審査（奨学金の貸与者及び
支給者の認定の際の家計支持者の収入が機構の定める収入基準額
以下であるかどうか等の審査）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

独立行政法人日本学生支援機構
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

320 84-103 特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費の支給 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

321 84-125 訓練等給付費（就労継続支援Ｂ型）の支給決定 65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

322 84-172
療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給（日本年金機構
への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

323 84-173
療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給（国家公務員共
済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者
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324 84-174
療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給（地方公務員共
済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

325 84-175
療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給（日本私立学校
振興・共済事業団への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

326 84-180 自立支援医療費の支給認定（日本年金機構への照会） 52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

327 84-181 自立支援医療費の支給認定の変更（日本年金機構への照会） 52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

328 84-182
自立支援医療費の支給認定の申請内容変更（日本年金機構への照
会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

329 84-183
自立支援医療費の支給認定（国家公務員共済組合連合会への照
会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

330 84-184
自立支援医療費の支給認定の変更（国家公務員共済組合連合会へ
の照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

331 84-185
自立支援医療費の支給認定の申請内容変更（国家公務員共済組合
連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

332 84-186
自立支援医療費の支給認定（地方公務員共済組合又は全国市町村
職員共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

333 84-187
自立支援医療費の支給認定の変更（地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

334 84-188
自立支援医療費の支給認定の申請内容変更（地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

335 84-189
自立支援医療費の支給認定（日本私立学校振興・共済事業団への
照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

336 84-190
自立支援医療費の支給認定の変更（日本私立学校振興・共済事業
団への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

337 84-191
自立支援医療費の支給認定の申請内容変更（日本私立学校振興・
共済事業団への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報 都道府県知事又は市町村長
国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

338 92-8 職業訓練受講給付金の支給（日本年金機構への照会） 53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（職業安定局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

339 92-9
職業訓練受講給付金の支給（国家公務員共済組合連合会への照
会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（職業安定局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

340 92-10
職業訓練受講給付金の支給（地方公務員共済組合又は全国市町村
職員共済組合連合会への照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（職業安定局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

341 92-11
職業訓練受講給付金の支給（日本私立学校振興・共済事業団への
照会）

53
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情
報

厚生労働大臣（職業安定局）
国民年金法その他の法令による
年金である給付の支給を行うこ
ととされている者

342 94-17
子どものための教育・保育給付に係る支給認定（利用者区分の決
定等）の申請に係る事実についての審査

65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構



■（別紙）地方公共団体等から機構等へ情報照会をする事務手続一覧
（※平成31年6月向けデータ標準レイアウトに基づく）

項番 管理番号 事務手続名
特定個人情

報番号
情報照会者
機関種別

情報提供者
機関種別

特定個人情報名

343 94-32
子どものための教育・保育給付に係る支給認定（利用者区分の決
定等）の変更申請に係る事実についての審査

65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

344 94-45
子どものための教育・保育給付に係る支給認定（利用者区分の決
定等）の職権による変更に係る事実についての審査

65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

345 94-58
子どものための教育・保育給付に係る支給認定の取消しに係る事
実についての審査

65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

346 94-73
子どものための教育・保育給付に係る保育の必要性に関する事項
等の届出及び書類の受理に係る事実についての審査

65 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 市町村長 厚生労働大臣又は日本年金機構

347 98-45 特定医療費の支給認定（日本年金機構への照会） 52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

348 98-46 特定医療費の支給認定（国家公務員共済組合連合会への照会） 52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

349 98-47
特定医療費の支給認定（地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

350 98-48
特定医療費の支給認定（日本私立学校振興・共済事業団への照
会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

351 98-51 特定医療費の支給認定の変更（日本年金機構への照会） 52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

352 98-52
特定医療費の支給認定の変更（国家公務員共済組合連合会への照
会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

353 98-53
特定医療費の支給認定の変更（地方公務員共済組合又は全国市町
村職員共済組合連合会への照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

354 98-54
特定医療費の支給認定の変更（日本私立学校振興・共済事業団へ
の照会）

52 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報
都道府県知事又は指定都市の長
（難病）

国民年金法その他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

【注意】
 特定個人情報85番は、「特定個人情報85番の情報連携に関する取扱いについて」（平成30年5月17日付事務連絡）に示されているとおり、平成32年7月
又は年金関係の情報連携開始日のいずれか遅い日までは情報連携は行わないこととされています。
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